
内水面漁業権切替えに係る 

漁場計画案についての公聴会 
 

日時：平成３０年５月１７日（木） 

    午後１時３０分から 

場所：上井公民館 視聴覚室 
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鳥取県内水面漁場管理委員会公聴会に関する取扱手続規程

（趣旨）
この規程は、漁業法第11条第４項の規定により、鳥取県内水面漁場管理委員会（以下「第１条

委員会」という。）が行う公聴会の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

（開催の決定）
委員会において公聴会を開こうとするときは、あらかじめその決議をしなければならな第２条

い。

（会議上の拘束）
委員会は、公聴会においては討議及び表決を行わない。第３条

（日時、案件の公示）
委員会は、公聴会を開こうとするときは、その開催の期日から原則として３日前までに第４条

日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示する。
２ 前項の公示は下に掲げるいずれかの方法によるものとする。
（１）県の公報に掲載
（２）掲示
３ 前項第２号の掲示の場所は、本委員会事務局及び関係市町村役場とする。

（文書の提出）
委員会は、公聴会において意見を述べようとする者（以下「公述者」という。）に、あ第５条

らかじめ発言内容の要旨等を文書で提出させることができる。

（公述者の範囲）
公聴会における公述者の範囲は、下に掲げる者とする。第６条

（１）漁業権者
（２）入漁権者
（３）漁業権漁業の経営者
（４）漁業協同組合関係者
（５）遊漁者
（６）その他利害関係のある者

（公述の機会の公平）
公聴会において意見を聴こうとする案件につき、賛成者と反対者とがあるときは、双方第７条

の公述者に発言を許さなければならない。

（公述者の発言）
公述者は、公聴会の期日に出席し、会長の許可を得て発言することができる。第８条

公述者の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。第９条
２ 公述者の発言が前項の範囲を超え、又は公述者に不穏当な言動があったときは、会長はそ
の発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

（委員の質疑）
委員会の委員は、公述者に対して質疑することができる。ただし、公述者が委員に質疑第10条

することはできない。

（代理人又は文書による公述）
公述者は、委員会の同意を得た場合には、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を第11条

提出することができる。
２ 前項の規定により公述者の代理人として発言する者は、代理人であることを証する書面を
提出しなければならない。

（要領への委任）
この規定に定めるもののほか必要な事項は要領で定める。第12条

（規程の改正）
この規程の改正は、委員会の決議によって行う。第13条

附則
この規定は、平成７年５月24日から施行する。



公 聴 会 開 催 要 領

漁業法（昭和２４年法第２６７号）第１１条第４項及び第 条第４項の規定に基１ 130
づいて、免許等の事前決定に関する公聴会を次のとおり開催する。

開催日時及び場所２

日 時 場 所

平成３０年５月１７日（木） 鳥取県倉吉市大平町３６０－１

午後１時３０分から 上井公民館 視聴覚室

公述者の範囲３

（１）漁協関係者（漁業協同組合が推薦した者）

（２）鳥取県県土整備部

（３）鳥取市

（４）鳥取県釣団体協議会

（５）その他

公述にあたっての留意事項４

（１）公聴会において発言を希望する利害関係人は、住所、氏名、年齢、職業（所属又

は従事する漁業の種類）及び発言内容の要旨を記載した書面を平成３０年５月１６

日正午までに鳥取県内水面漁場管理委員会事務局に提出すること。

（２）公述時間は、１人１５分以内（漁業協同組合関係者の場合は１組合１５分以内と

し、人員は制限しない ）とする。。

この要領は、第２７３回委員会（平成３０年４月１９日）において決定し、当該公聴

会に適用する。

２



鳥 取 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 傍 聴 要 領

１ 傍聴する場合の手続

(１)会議の傍聴を希望される方は、委員会の開会予定時刻までに、受付を行ってください。

(２)傍聴の受付は、先着順で行い、定員になり次第、受付を終了します。

(３)委員会を傍聴される方は、事務局の指示に従って委員会の会場に入場してください。

２ 委員会の秩序の維持

(１)傍聴者は、委員会を傍聴するに当たっては、事務局の指示に従ってください。

、 、 、(２)傍聴者が委員会を傍聴する場合に守っていただく事項に違反したときは 注意し なお

これに従わないときは、退場していただく場合があります。

３ 委員会を傍聴する場合に守っていただく事項

傍聴者は、委員会を傍聴する際は、次の事項を守ってください。

、 、 、 、(１)委員会開催中は 静粛に傍聴し 発言しないことはもとより 拍手その他の方法により

可否を表明したりしないでください。

(２)騒ぎ立てる等、議事を妨害しないでください。

(３)会場において、飲食または喫煙をしないでください。

(４)その他会場の秩序を乱し、委員会の支障となる行為をしないでください。



公述及び傍聴にあたっての注意事項 

 
１ 携帯電話は電源を切るか、マナーモードにしてください。 
 
【公述にあたっての注意事項】 
 
１ 公述者の発言は、この公聴会で意見を聴こうとする案件の範囲を超えては

いけません。公述者の発言がこれらの範囲を超え、または公述者に不穏当

な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命じることがあり

ます。（公聴会規程第９条） 
 
 
 
 
 
２ 委員会の委員は、公述内容について公述者に対して質疑することができま

すが、公述者が委員に質疑することはできません（公聴会規定第１０条）。 
 
３ 公述時間は１５分以内です（公聴会要領）。 
 
【傍聴にあたっての注意事項】 
 
１ 傍聴者は、静粛に傍聴し、発言しないことはもとより、拍手その他の方法

により、可否を表明したりしないでください。（傍聴要領３（１）） 
 
２ 騒ぎ立てる等、公聴会を妨害しないでください。（傍聴要領３（２）） 
 
３ 会場において、飲食または喫煙をしないでください。（傍聴要領３（３）） 
 
４ その他、会場の秩序を乱し、公聴会の支障となる行為をしないでください。

（傍聴要領３（４）） 
 
５ これら守っていただく事項に違反したときは、注意し、なおこれに従わな

いときは、退場していただく場合があります。（傍聴要領２（２）） 

〔案件〕 
内水面における漁業の免許の内容となるべき事項、免許予定日、

申請期間及び共同漁業の関係地区の事前決定について 



- 1 -

１ 公示番号 内共第４号

(１) 免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁業種類 漁業の名称 漁業時期

第一種共同漁業 しじみ（やまとしじみ）漁業 １月１日から 月 日まで12 31

第五種共同漁業 こい漁業

ふな漁業

うなぎ漁業

わかさぎ漁業

しらうお漁業

えび漁業

イ 漁場の位置

鳥取市

ウ 漁場の区域

鳥取市賀露町の賀露大橋の下流端から同市六反田及び金沢の金六橋下流端までの湖山川

及び湖山池

(２) 免許予定日 平成 年９月１日30

(３) 申請期間 平成 年５月 日から７月 日まで30 21 13

(４) 関係地区 鳥取市

(５) 制限又は条件

漁業生産力の向上に向け、放流量等は鳥取県内水面漁場管理委員会が毎年定める増殖目

標量を原則とする。

(６) 存続期間 平成 年９月１日から平成 年８月 日まで30 35 31


